
墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条による改正（墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）） 

改 正 案 現   行   
 （寄附金税額控除） 

第２０条 所得割の納税義務者が、前年中に

次に掲げる寄附金又は金銭を支出し、当該

寄附金又は金銭の額の合計額（当該合計額

が前年の総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額の１００分の３０に相

当する金額を超える場合には、当該１００

分の３０に相当する金額）が５，０００円

を超える場合には、その超える金額の１０

０分の６に相当する金額（当該納税義務者

が前年中に第１号に掲げる寄附金を支出し、

当該寄附金の額の合計額が５，０００円を

超える場合にあっては、当該１００分の６

に相当する金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の第１８条及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額

は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第

３号に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第４１条の１８

の３の規定により特定寄附金とみなされ

るものを含む。）のうち、区内に主たる

事務所又は事業所を有する法人又は団体

に対するもの 

２ 〔略〕 

   付 則 

 （区民税の総所得金額の計算の特例） 

第３条 平成１６年度分の区民税に限り、平

成１５年４月１日から同年１２月３１日ま

での間において支払を受けるべき所得税法

第２４条第１項に規定する配当等で所得税

法等の一部を改正する法律（平成１５年法

律第８号）第１２条の規定による改正後の

 〔同左〕 

第２０条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

２ 〔略〕 

   付 則 

 〔同左〕 

第３条 平成１６年度分の区民税に限り、平

成１５年４月１日から同年１２月３１日ま

での間において支払を受けるべき所得税法

第２４条第１項に規定する配当等で所得税

法等の一部を改正する法律（平成１５年法

律第８号）第１２条の規定による改正後の



租税特別措置法第９条の３第１項各号に掲

げるもの（以下この条において「特定配当」

という。）に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当に係る所得の金

額を除外して算定するものとする。 

 

 （区民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第３条の５ 平成２０年度から平成２８年度

までの各年度分の区民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（同法第４１条第

１項に規定する居住年（次条において「居

住年」という。）が平成１１年から平成１

８年までの各年である場合に限る。）にお

いては、法附則第５条の４第６項に規定す

るところにより控除すべき額（第３項にお

いて「区民税の住宅借入金等特別税額控除

額」という。）を、当該納税義務者の第１

８条及び第１９条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定は、区民税の所得割の納税

義務者が、当該年度の初日の属する年の３

月１５日までに、施行規則で定めるところ

により、同項の規定の適用を受けようとす

る旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控

除額の控除に関する事項を記載した区民税

住宅借入金等特別税額控除申告書（その提

出期限後において区民税の納税通知書が送

達される時までに提出されたものを含む。）

を、区長に提出した場合（法附則第５条の

４第９項の規定により税務署長を経由して

提出した場合を含む。）に限り、適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第９条の３第１項各号に掲げるもの（以下

本条において「特定配当」という。）に係

る所得を有する者に係る総所得金額は、当

該特定配当に係る所得の金額を除外して算

定するものとする。 

 （区民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第３条の５ 平成２０年度から平成２８年度

までの各年度分の区民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第４１条又は第４１条の２の２の

規定の適用を受けた場合（同法第４１条第

１項に規定する居住年が平成１１年から平

成１８年までの各年である場合に限る。）

においては、法附則第５条の４第６項に規

定するところにより控除すべき額（第３項

において「区民税の住宅借入金等特別税額

控除額」という。）を、当該納税義務者の

第１８条及び第１９条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定は、区民税の所得割の納税

義務者が、当該年度の初日の属する年の３

月１５日までに、施行規則で定めるところ

により、同項の規定の適用を受けようとす

る旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控

除額の控除に関する事項を記載した区民税

住宅借入金等特別税額控除申告書（その提

出期限後において区民税の納税通知書が送

達される時までに提出されたものを含む。）

を、区長に提出した場合（区民税の納税通

知書が送達された後に区民税住宅借入金等

特別税額控除申告書が提出された場合にお

いて、当該納税通知書が送達される時まで

に区民税住宅借入金等特別税額控除申告書

が提出されなかったことについて、区長に

おいてやむを得ない理由があると認めると

き、又は法附則第５条の４第９項の規定に

より税務署長を経由して提出した場合を含

む。）に限り、適用する。 



第３条の５の２ 平成２２年度から平成３５

年度までの各年度分の個人の区民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年

が平成１１年から平成１８年まで又は平成

２１年から平成２５年までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定

の適用を受けないときは、法付則第５条の

４の２第５項に規定するところにより控除

すべき額を、当該納税義務者の第１８条及

び第１９条の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適

用する。 

 ⑴ 前項の規定の適用を受けようとする年

度分の第２３条第１項の規定による申告

書（その提出期限後において区民税の納

税通知書が送達される時までに提出され

たもの及びその時までに提出された第２

４条第１項の確定申告書を含む。）に租

税特別措置法第４１条第１項に規定する

住宅借入金等特別税額控除額の控除に関

する事項の記載がある場合（これらの申

告書にその記載がないことについてやむ

を得ない理由があると区長が認める場合

を含む。） 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、前項の規定

の適用を受けようとする年度の初日の属

する年の１月１日現在において法第３１

７条の６第１項の規定によって給与支払

報告書を提出する義務がある者から給与

の支払を受けている者であって、前年中

において給与所得以外の所得を有しなかっ

たものが、前年分の所得税につき租税特

別措置法第４１条の２の２の規定の適用

を受けている場合 

３ 第１項の規定の適用がある場合における 

第２０条の２及び第２０条の３第１項の規

定の適用については、第２０条の２中「前

２条」とあるのは「前２条並びに付則第３

 〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条の５の２第１項」と、第２０条の３第１

項中「前３条」とあるのは「前３条並びに

付則第３条の５の２第１項」とする。 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る区民

税の課税の特例） 

第４条 〔略〕 

２ 前項に規定する各年度分の区民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方

法により当該各号に定める肉用牛を売却し、

かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に

規定する免税対象飼育牛に該当しないもの

が含まれている場合（その売却した肉用牛

がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に

該当しないものである場合を含む。）にお

いて、第２３条第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関

する事項の記載があるときは、その者の前

年の総所得金額に係る区民税の所得割の額

は、第１５条から第２０条の２まで、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１項、

付則第３条の５の２第１項及び前条の規定

にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と

することができる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号

に規定する事業所得の金額がないものと

みなして計算した場合における前年の総

所得金額につき、第１５条から第２０条

の２まで、付則第３条の３第１項、付則

第３条の５第１項、付則第３条の５の２

第１項及び前条の規定により計算した所

得割の額に相当する金額 

３ 〔略〕 

 （上場株式等に係る配当所得に係る区民税

の課税の特例） 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 

 

 

 〔同左〕 

 

第４条 〔略〕 

２ 前項に規定する各年度分の区民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第２５条第１項各号に掲げる売却の方

法により当該各号に定める肉用牛を売却し、

かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に

規定する免税対象飼育牛に該当しないもの

が含まれている場合（その売却した肉用牛

がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に

該当しないものである場合を含む。）にお

いて、第２３条第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関

する事項の記載があるときは、その者の前

年の総所得金額に係る区民税の所得割の額

は、第１５条から第２０条の２まで、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１項

及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる

金額の合計額とすることができる。 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 租税特別措置法第２５条第２項第２号

に規定する事業所得の金額がないものと

みなして計算した場合における前年の総

所得金額につき、第１５条から第２０条

の２まで、付則第３条の３第１項、付則

第３条の５第１項及び前条の規定により

計算した所得割の額に相当する金額 

 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 



 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

８条第１項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに

付則８条第１項に規定する上場株式等に

係る配当所得の金額」と、同項前段、第

２０条の２、第２０条の３第１項、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１

項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第８条第１項の規定による区民税

の所得割の額」と、第２０条第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第８条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び付則第３条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第８条第１項の規定による区民税の所得

割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区

民税の課税の特例） 

第９条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

９条第１項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項中「山林所得

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第８条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項前

段、第２０条の２、第２０条の３第１項、

付則第３条の３第１項及び付則第３条の

５第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第８条第１項の規定

による区民税の所得割の額」と、第２０

条第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び付則第８条第１項の

規定による区民税の所得割の額の合計額」

と、同条第２項及び付則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第８条第１項の規定による区民税

の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第９条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第９条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得



金額」とあるのは「山林所得金額並びに

付則第９条第１項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、同項前段、第

２０条の２、第２０条の３第１項、付則

第３条の３第１項、付則第３条の５第１

項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割」の額並

びに付則第９条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第９条第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と、同条

第２項及び付則第３条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第９条第１項の規定による区民税の所得

割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

４ 〔略〕 

 （長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例） 

第１０条 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第３１条第１項に

規定する譲渡所得を有する場合には、当該

譲渡所得については、第１５条及び第１８

条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期

譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第３１条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額とし、これらの金額につ

き第３項第１号の規定により読み替えて適

用される第１７条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額。以下「課税長期

譲渡所得金額」という。）の１００分の３

に相当する金額に相当する区民税の所得割

を課する。 

２ 〔略〕 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次

金額並びに付則第９条第１項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、同

項前段、第２０条の２、第２０条の３第

１項、付則第３条の３第１項及び付則第

３条の５第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割」の額並びに付則第９条第

１項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第９条

第１項の規定による区民税の所得割の額

の合計額」と、同条第２項及び付則第３

条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第９条第１項の規定

による区民税の所得割の額の合計額」と

する。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１０条 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第３１条第１項に

規定する譲渡所得を有する場合には、当該

譲渡所得については、第１５条及び第１８

条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期

譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項

若しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項又は第３６条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額とし、

これらの金額につき第３項第１号の規定に

より読み替えて適用される第１７条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額。

以下「課税長期譲渡所得金額」という。）

の１００分の３に相当する金額に相当する

区民税の所得割を課する。 

 

２ 〔略〕 

３ 〔同左〕 



に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１０条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１０条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、同項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項、付則第３条

の３第１項、付則第３条の５第１項及び

付則第３条の５の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割」の額並びに付

則第１０条第１項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１０条第１項の規定による区

民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び付則第３条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１

０条第１項の規定による区民税の所得割

の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の

課税の特例） 

第１１条 昭和６３年度から平成２６年度ま

での各年度分の区民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条にお

いて同じ。）をした場合において、当該譲

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第

３４条の２第４項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときに

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１０条第１項の規定による区

民税の所得割の額」と、第２０条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに付則第１０条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項及び付則第３条の５

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割」の額並びに付則第１０条第１項の

規定による区民税の所得割の額」と、第

２０条第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び付則第１０条第

１項の規定による区民税の所得割の額の

合計額」と、同条第２項及び付則第３条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第１０条第１項の規定

による区民税の所得割の額の合計額」と

する。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

 

第１１条 昭和６３年度から平成２１年度ま

での各年度分の区民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条にお

いて同じ。）をした場合において、当該譲

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第

３４条の２第４項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときに



おける前条第１項に規定する譲渡所得（次

条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

以下この条において同じ。）に係る課税長

期譲渡所得金額に対して課する区民税の所

得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める金額に相当する額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２

６年度までの各年度分の区民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲

渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第

３４条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下この

項において同じ。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する区民税

の所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第９

項の規定に該当することとなる場合におい

ては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別

措置法第３３条から第３３条の４まで、第

３４条から第３５条の２まで、第３６条の

２、第３６条の５、第３７条、第３７条の

４から第３７条の７まで又は第３７条の９

の２から第３７条の９の５までの規定の適

用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、

第１項に規定する優良住宅地等のための譲

渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡に該当しないものとみな

す。 

 （短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例） 

第１２条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次

おける前条第１項に規定する譲渡所得（次

条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

以下この条において同じ。）に係る課税長

期譲渡所得金額に対して課する区民税の所

得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める金額に相当する額とする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２

１年度までの各年度分の区民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲

渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第

３４条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下この

項において同じ。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得に係る課

税長期譲渡所得金額に対して課する区民税

の所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第９

項の規定に該当することとなる場合におい

ては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地

のための譲渡ではなかったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別

措置法第３３条から第３３条の４まで、第

３４条から第３５条まで、第３６条の２、

第３６条の５、第３７条、第３７条の４か

ら第３７条の７まで又は第３７条の９の２

から第３７条の９の４までの規定の適用を

受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１

項に規定する優良住宅地等のための譲渡又

は前項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡に該当しないものとみなす。 

 

 〔同左〕 

第１２条 〔略〕 

２～４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 



に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１２条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１２条第１項に規定する短期譲

渡所得の金額」と、同項前段、第２０条

の２、第２０条の３第１項、付則第３条

の３第１項、付則第３条の５第１項及び

付則第３条の５の２第１項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則

第１２条第１項の規定による区民税の所

得割の額」と、第２０条第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

付則第１２条第１項の規定による区民税

の所得割の額の合計額」と、同条第２項

及び付則第３条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに付則第１２

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の

課税の特例） 

第１３条 〔略〕 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１３条第１項の規定による区民税の所得

割の額」と、第２０条第１項中「山林所

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１２条第１項の規定による区

民税の所得割の額」と、第２０条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに付則第１２条第１項に規定

する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項及び付則第３条の５

第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第１２条第１項の規

定による区民税の所得割の額」と、第２

０条第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第１２条第１

項の規定による区民税の所得割の額の合

計額」と、同条第２項及び付則第３条の

６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第１２条第１項の規定に

よる区民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１３条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１３条第１項の規定による区

民税の所得割の額」と、第２０条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所



得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に付則第１３条第１項に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１３条第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第１３条第１項の規定によ

る区民税の所得割の額の合計額」と、同

条第２項及び付則第３条の６中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１３条第１項の規定による区民税の

所得割の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （特定管理株式等が価値を失った場合の株

式等に係る譲渡所得等の課税の特例） 

第１３条の２ 区民税の所得割の納税義務者

について、その有する租税特別措置法第３

７条の１０の２第１項に規定する特定管理

株式（以下この項及び次項において「特定

管理株式」という。）又は同条第１項に規

定する特定保有株式（以下この項において

「特定保有株式」という。）が株式として

の価値を失ったことによる損失が生じた場

合として同条第１項各号に掲げる事実が発

生したときは、当該事実が発生したことは

当該特定管理株式又は特定保有株式の譲渡

（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号）第２８条第８項第３号イに掲げる取引

の方法により行うものを除く。以下この項

及び次項において同じ。）をしたことと、

当該損失の金額として令附則第１８条の２

第５項で定める金額は当該特定管理株式又

は特定保有株式の譲渡をしたことにより生

じた損失の金額とそれぞれみなして、この

条及び前条の規定その他のこの条例の規定

を適用する。 

２・３ 〔略〕 

得金額並びに付則第１３条第１項に規定

する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項及び付則

第３条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに付則第１３条

第１項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第１３

条第１項の規定による区民税の所得割の

額の合計額」と、同条第２項及び付則第

３条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに付則第１３条第１項の規

定による区民税の所得割の合計額」とす

る。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （特定管理株式が価値を失った場合の株式

等に係る譲渡所得等の課税の特例） 

第１３条の２ 区民税の所得割の納税義務者

について、その有する租税特別措置法第３

７条の１０の２第１項に規定する特定管理

株式（以下この項及び次項において「特定

管理株式」という。）が株式としての価値

を失ったことによる損失が生じた場合とし

て同条第１項各号に掲げる事実が発生した

ときは、当該事実が発生したことは当該特

定管理株式の譲渡（金融商品取引法（昭和

２３年法律第２５号）第２８条第８項第３

号イに掲げる取引の方法により行うものを

除く。以下この項及び次項において同じ。）

をしたことと、当該損失の金額として令附

則第１８条の２第５項で定める金額は当該

特定管理株式の譲渡をしたことにより生じ

た損失の金額とそれぞれみなして、この条

及び前条の規定その他のこの条例の規定を

適用する。 

 

 

 

２・３ 〔略〕 



 （特定中小会社が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の

特例） 

第１４条 〔略〕 

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発

生した年の末日の属する年度の翌年度分の

第２３条第１項若しくは第４項の規定によ

る申告書又は第５項において準用する同条

第５項の規定による申告書（その提出期限

後において区民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第２４条第１項の確定申告書

又は租税特別措置法第３７条の１３の２第

７項において準用する同法第３７条の１２

の２第１１項において準用する所得税法第

１２３条第１項の規定による申告書を含む。）

に前項の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由が

あると区長が認めるときを含む。）に限り、

適用する。 

３～５ 〔略〕 

６ 第３項の規定の適用がある場合における

第２４条の規定の適用については、同条第

１項中「確定申告書（」とあるのは「確定

申告書（租税特別措置法第３７条の１３の

２第７項において準用する同法第３７条の

１２の２第１１項において準用する所得税

法第１２３条第１項の規定による申告書を

含む。」と、「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項ま

で又は付則第１４条第５項において準用す

る前条第５項」と、同条第２項中「又は第

３項から第５項まで」とあるのは「若しく

は第３項から第５項まで又は付則第１４条

第５項において準用する前条第５項」とす

る。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る区民税の

課税の特例） 

第１４条の２ 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第４１条の１

 〔略〕 

 

 

第１４条 〔略〕 

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発

生した年の末日の属する年度の翌年度分の

第２３条第１項若しくは第４項の規定によ

る申告書又は第５項において準用する同条

第５項の規定による申告書（その提出期限

後において区民税の納税通知書が送達され

る時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第２４条第１項の確定申告書

又は租税特別措置法第３７条の１３の２第

７項において準用する同法第３７条の１２

の２第５項において準用する所得税法第１

２３条第１項の規定による申告書を含む。）

に前項の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由が

あると区長が認めるときを含む。）に限り、

適用する。 

３～５ 〔略〕 

６ 第３項の規定の適用がある場合における

第２４条の規定の適用については、同条第

１項中「確定申告書（」とあるのは「確定

申告書（租税特別措置法第３７条の１３の

２第７項において準用する同法第３７条の

１２の２第５項において準用する所得税法

第１２３条第１項の規定による申告書を含

む。」と、「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項ま

で又は付則第１４条第５項において準用す

る前条第５項」と、同条第２項中「又は第

３項から第５項まで」とあるのは「若しく

は第３項から第５項まで又は付則第１４条

第５項において準用する前条第５項」とす

る。 

 〔同左〕 

 

第１４条の２ 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に租税特別措置法第４１条の１



４第１項に規定する事業所得、譲渡所得又

は雑所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第１５条

及び第１８条の規定にかかわらず、他の所

得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令

附則第１８条の７に定めるところにより計

算した金額（以下この項において「先物取

引に係る雑所得等の金額」という。）に対

し、先物取引に係る課税雑所得等の金額（先

物取引に係る雑所得等の金額（次項第１号

の規定により読み替えて適用される第１７

条の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）をいう。）の１００分の３に相

当する金額に相当する区民税の所得割を課

する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１

項、付則第３条の５第１項、付則第３条

の５の２第１項及び付則第３条の６の規

定の適用については、第１９条中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付

則第１４条の２第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに付則第１４条の２第１項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、同項前段、第２０条の２、第２０条

の３第１項、付則第３条の３第１項、付

則第３条の５第１項及び付則第３条の５

の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに付則第１４条の２第

１項の規定による区民税の所得割の額」

と、第２０条第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の２第１項の規定による区民税の

所得割の額の合計額」と、同条第２項及

び付則第３条の６中「所得割の額」とあ

４第１項に規定する事業所得又は雑所得を

有する場合には、当該事業所得及び雑所得

については、第１５条及び第１８条の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

の当該事業所得の金額及び雑所得の金額と

して令附則第１８条の７に定めるところに

より計算した金額（以下この項において「先

物取引に係る雑所得等の金額」という。）

に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金

額（先物取引に係る雑所得等の金額（次項

第１号の規定により読み替えて適用される

第１７条の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）をいう。）の１００分の

３に相当する金額に相当する区民税の所得

割を課する。 

 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１４条の２第１項の規定によ

る区民税の所得割の額」と、第２０条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに付則第１４条の２第１

項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、同項前段、第２０条の２、第

２０条の３第１項、付則第３条の３第１

項及び付則第３条の５第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１４条の２第１項の規定による区民

税の所得割の額」と、第２０条第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第１４条の２第１項の規定

による区民税の所得割の額の合計額」と、

同条第２項及び付則第３条の６中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第１４条の２第１項の規定による区



るのは「所得割の額並びに付則第１４条

の２第１項の規定による区民税の所得割

の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る区民税の課税の特例） 

第１４条の４ 〔略〕 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の２第１項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに付則第１４条の４第１項に規定す

る条約適用利子等の額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の２第１項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の２第１項の

規定による区民税の所得割の額の合計額」

と、同条第２項及び付則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の２第１項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

民税の所得割の額の合計額」とする。 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

 〔同左〕 

 

第１４条の４ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１４条の２第１項の規定によ

る区民税の所得割の額」と、第２０条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに付則第１４条の４第１

項に規定する条約適用利子等の額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項及び付則

第３条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに付則第１４条

の２第１項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付

則第１４条の２第１項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２

項及び付則第３条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１

４条の２第１項の規定による区民税の所

得割の額の合計額」とする。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

３・４ 〔略〕 

５ 〔同左〕 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 第１９条から第２０条の２まで、第２

０条の３第１項、付則第３条の３第１項、



付則第３条の５第１項、付則第３条の５

の２第１項及び付則第３条の６の規定の

適用については、第１９条中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び付則第

１４条の４第３項の規定による区民税の

所得割の額」と、第２０条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに付則第１４条の４第３項に規定す

る条約適用配当等の額」と、同項前段、

第２０条の２、第２０条の３第１項、付

則第３条の３第１項、付則第３条の５第

１項及び付則第３条の５の２第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第３項の規定による

区民税の所得割の額」と、第２０条第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１４条の４第３項の

規定による区民税の所得割の額の合計額」

と、同条第２項及び付則第３条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第１４条の４第３項の規定による

区民税の所得割の額の合計額」と、第２

０条の３第１項中「第１５条第４項」と

あるのは「付則第１４条の４第４項」と

する。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

６ 〔略〕 
 

付則第３条の５第１項及び付則第３条の

６の規定の適用については、第１９条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び付則第１４条の４第３項の規定によ

る区民税の所得割の額」と、第２０条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに付則第１４条の４第３

項に規定する条約適用配当等の額」と、

同項前段、第２０条の２、第２０条の３

第１項、付則第３条の３第１項及び付則

第３条の５第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに付則第１４条

の４第３項の規定による区民税の所得割

の額」と、第２０条第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付

則第１４条の４第３項の規定による区民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２

項及び付則第３条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１

４条の４第３項の規定による区民税の所

得割の額の合計額」と、第２０条の３第

１項中「第１５条第４項」とあるのは「付

則第１４条の４第４項」とする。 

 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

６ 〔略〕 
   

第２条による改正（墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年墨田区条

例第３０号）） 

改 正 案 現   行   
   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 付則第４条第１項の改正規定、同条第

２項の改正規定（「同項に規定する」を

削り、「ものが含まれている」を「もの

又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の

   付 則 

 〔同左〕 

第１条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 付則第４条第１項の改正規定、同条第

２項の改正規定（「同項に規定する」を

削り、「ものが含まれている」を「もの

又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の



頭数の合計が２，０００頭を超える場合

の当該超える部分の免税対象飼育牛が含

まれている」に改める部分に限る。）、

付則第８条の改正規定、付則第１３条の

５の改正規定、同条を付則第１３条の６

とする改正規定及び付則第１３条の４の

次に１条を加える改正規定並びに次条第

７項から第１３項までの規定 平成２２

年１月１日 

 ⑶ 付則第１３条第１項及び第１３条の３

の改正規定並びに次条第１４項から第１

８項までの規定 平成２２年４月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

第２条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 区民税の所得割の納税義務者が、平成２

１年１月１日から平成２３年１２月３１日

までの間に支払を受けるべき新条例付則第

８条第１項に規定する上場株式等の配当等

を有する場合には、当該上場株式等の配当

等に係る配当所得については、同項前段の

規定により、上場株式等に係る課税配当所

得の金額（同項前段に規定する上場株式等

に係る課税配当所得の金額をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する区民

税の所得割の額は、同条第１項前段の規定

にかかわらず、当該上場株式等に係る課税

配当所得の金額の１００分の１．８に相当

する額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９・１０ 〔略〕 

頭数の合計が２，０００頭を超える場合

の当該超える部分の免税対象飼育牛が含

まれている」に改める部分に限る。）、

付則第８条の改正規定、付則第１３条の

５の改正規定、同条を付則第１３条の６

とする改正規定及び付則第１３条の４の

次に１条を加える改正規定並びに次条第

７項から第１５項までの規定 平成２２

年１月１日 

 ⑶ 付則第１３条第１項及び第１３条の３

の改正規定並びに次条第１６項から第２

０項までの規定 平成２２年４月１日 

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２～７ 〔略〕 

８ 区民税の所得割の納税義務者が、平成２

１年１月１日から平成２２年１２月３１日

までの間に支払を受けるべき新条例付則第

８条第１項に規定する上場株式等の配当等

を有する場合には、当該上場株式等の配当

等に係る配当所得については、同項前段の

規定により、上場株式等に係る課税配当所

得の金額（同項前段に規定する上場株式等

に係る課税配当所得の金額をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する区民

税の所得割の額は、同条第１項前段の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

 ⑴ 上場株式等に係る課税配当所得の金額

が１００万円以下である場合 当該上場

株式等に係る課税配当所得の金額の１０

０分の１．８に相当する金額 

 ⑵ 上場株式等に係る課税配当所得の金額

が１００万円を超える場合 次に掲げる

金額の合計額 

  イ １万８，０００円 

  ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得

の金額から１００万円を控除した金額

の１００分の３に相当する金額 

９・１０ 〔略〕 



１１ 新条例付則第１３条の５の規定は、平

成２２年１月１日以後に区民税の所得割の

納税義務者が交付を受ける同条第１項に規

定する源泉徴収選択口座内配当等について

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 新条例付則第１３条の５の規定は、平

成２２年１月１日以後に区民税の所得割の

納税義務者が交付を受ける同条第１項に規

定する源泉徴収選択口座内配当等（次項及

び第１４項において「源泉徴収選択口座内

配当等」という。）について適用する。 

１２ 区民税の所得割の納税義務者が新条例

第１５条第４項の規定により平成２２年１

月１日から同年１２月３１日までの期間（第

１４項において「特例期間」という。）内

に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等

に係る所得についての記載をした同条第４

項に規定する申告書を提出する場合には、

新条例付則第１３条の５第２項の規定にか

かわらず、当該申告書には、当該源泉徴収

選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座

（同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。

以下この項及び第１４項において「源泉徴

収選択口座」という。）において前年中に

交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選

択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定

める所得についての記載を行うものとする。 

 ⑴ 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口

座内配当等のうち、その年中に同一の支

払者から支払を受けるべき新条例付則第

８条第１項に規定する上場株式等の配当

等の額の総額が１万円以下であるものと

して地方税法施行令及び国有資産等所在

市町村交付金法施行令の一部を改正する

政令（平成２０年政令第１５２号。以下

「平成２０年改正令」という。）附則第

７条第１０項で定めるもの（以下この項

及び第１４項において「少額配当等」と

いう。） 当該源泉徴収選択口座内配当

等に係る源泉徴収選択口座において前年

中に交付を受けたすべての少額配当等に

係る所得 

 ⑵ 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口

座内配当等のうち、少額配当等以外のも

の（以下この項及び第１４項において「少

額配当等以外の配当等」という。） 当



 

 

 

 

１２ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 〔略〕 

１４ 〔略〕 

１５ 区民税の所得割の納税義務者が、平成

２１年１月１日から平成２３年１２月３１

日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（平成２０年法律第２１号）第１条の

規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第３５条の２の６第

１２項に規定する上場株式等（以下この項

該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉

徴収選択口座において前年中に交付を受

けたすべての少額配当等以外の配当等に

係る所得 

１３ 〔略〕 

１４ 区民税の所得割の納税義務者が新条例

付則第１３条の６第１項の規定により申告

する上場株式等に係る譲渡損失の金額のう

ちに地方税法等の一部を改正する法律（平

成２０年法律第２１号）附則第３条第１６

項の特別徴収義務者が同項の規定により特

例期間内に交付をした源泉徴収選択口座内

配当等について徴収して納入すべき都民税

の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口

座内配当等の額から控除した同項各号に掲

げる金額がある場合には、新条例付則第１

３条の６第２項の規定にかかわらず、新条

例第１５条第４項に規定する申告書には、

当該控除した次の各号に掲げる金額の区分

に応じ当該各号に定める所得についての記

載を行うものとする。 

 ⑴ 当該控除した金額のうち少額配当等の

額から控除した額 当該源泉徴収選択口

座内配当等に係る源泉徴収選択口座にお

いて前年中に交付を受けたすべての少額

配当等に係る所得 

 ⑵ 当該控除した金額のうち少額配当等以

外の配当等の額から控除した額 当該源

泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収

選択口座において前年中に交付を受けた

すべての少額配当等以外の配当等に係る

所得 

１５ 〔略〕 

１６ 〔略〕 

１７ 区民税の所得割の納税義務者が、平成

２１年１月１日から平成２２年１２月３１

日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（平成２０年法律第２１号）第１条の

規定による改正後の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）附則第３５条の２の６第

１２項に規定する上場株式等（以下この項



において「上場株式等」という。）の譲渡

（新条例付則第１３条の２第２項に規定す

る譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第

３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場

株式等の譲渡をした場合には、当該上場株

式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当

する譲渡所得を除く。）については、新条

例付則第１３条第１項の規定により同項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の

うち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得

の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として地方税法施行令及び国有資産等所在

市町村交付金法施行令の一部を改正する政

令（平成２０年政令第１５２号）附則第７

条第１０項に定めるところにより計算した

金額（以下この項において「上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」という。）に対し

て課する区民税の所得割の額は、新条例付

則第１３条第１項の規定にかかわらず、上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の

規定により読み替えて適用される新条例付

則第１３条第２項の規定により読み替えて

適用される新条例第１７条の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の１００分の１．８に相当する金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において「上場株式等」という。）の譲渡

（新条例付則第１３条の２第２項に規定す

る譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第

３７条の１２の２第２項各号に掲げる上場

株式等の譲渡をした場合には、当該上場株

式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び

雑所得（同法第３２条第２項の規定に該当

する譲渡所得を除く。）については、新条

例付則第１３条第１項の規定により同項に

規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の

うち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得

の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として平成２０年改正令附則第７条第１１

項に定めるところにより計算した金額（以

下この項において「上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」という。）に対して課する

区民税の所得割の額は、新条例付則第１３

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

金額に相当する金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額

（次項の規定により読み替えて適用され

る新条例付則第１３条第２項の規定によ

り読み替えて適用される新条例第１７条

の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）をいう。以下この項において

同じ。）が５００万円以下である場合 

当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の

金額の１００分の１．８に相当する金額 

 ⑵ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額が５００万円を超える場合 次に掲げ

る金額の合計額 

  イ ９万円 



 

 

 

１６ 前項の規定の適用がある場合における

新条例付則第１３条第２項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「譲渡所得等の金

額」とあるのは、「譲渡所得等の金額（当

該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに

墨田区特別区税条例の一部を改正する条例

（平成２０年墨田区条例第３０号）付則第

２条第１５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額がある場合には、当該株

式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場

株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した

残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等

の金額）」とする。 

１７ 新条例付則第１３条の６第４項の規定

の適用がある場合における第１５項の規定

の適用については、同項中「計算した金額

（」とあるのは、「計算した金額（新条例

付則第１３条の６第４項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額。」とする。 

１８ 新条例付則第１４条第３項の規定の適

用がある場合における第１５項の規定の適

用については、同項中「計算した金額（」

とあるのは、「計算した金額（新条例付則

第１４条第３項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。」とする。 

１９ 〔略〕 

２０ 平成２０年４月１日から平成２３年１

２月３１日までの期間内に新条例付則第１

４条の４第３項に規定する所得割の納税義

務者が支払を受けるべき同項に規定する条

約適用配当等に係る同項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の５」とあるの

は「１００分の３」と、「１００分の３」

とあるのは「１００分の１．８」とする。 
 

  ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得

等の金額から５００万円を控除した金

額の１００分の３に相当する金額 

１８ 前項の規定の適用がある場合における

新条例付則第１３条第２項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「譲渡所得等の金

額」とあるのは、「譲渡所得等の金額（当

該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに

墨田区特別区税条例の一部を改正する条例

（平成２０年墨田区条例第３０号）付則第

２条第１７項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額がある場合には、当該株

式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場

株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した

残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等

の金額）」とする。 

１９ 新条例付則第１３条の６第４項の規定

の適用がある場合における第１７項の規定

の適用については、同項中「計算した金額

（」とあるのは、「計算した金額（新条例

付則第１３条の６第４項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額。」とする。 

２０ 新条例付則第１４条第３項の規定の適

用がある場合における第１７項の規定の適

用については、同項中「計算した金額（」

とあるのは、「計算した金額（新条例付則

第１４条第３項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。」とする。 

２１ 〔略〕 

２２ 平成２０年４月１日から平成２２年１

２月３１日までの期間内に新条例付則第１

４条の４第３項に規定する所得割の納税義

務者が支払を受けるべき同項に規定する条

約適用配当等に係る同項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の５」とあるの

は「１００分の３」と、「１００分の３」

とあるのは「１００分の１．８」とする。 
   

   付 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中墨田区特別区税条例付則第３条の５の見出しを削る改正規定、同条の

前に見出しを付する改正規定、同条第１項の改正規定、同条の次に１条を加える

改正規定並びに同条例付則第４条第２項、付則第８条第３項第２号、付則第９条

第３項第２号、付則第１０条第３項第２号、付則第１２条から第１３条の２まで、

付則第１４条第２項及び第６項、付則第１４条の２第２項第２号並びに付則第１

４条の４第２項第２号及び同条第５項第２号の改正規定 平成２２年１月１日 

 ⑵ 第１条中墨田区特別区税条例第２０条第１項に１号を加える改正規定、同条例

付則第３条、付則第３条の５第３項、付則第１０条第１項及び付則第１１条第３

項の改正規定並びに第３項及び第４項の規定 平成２２年４月１日 

 ⑶ 第１条中墨田区特別区税条例付則第１４条の２第１項の改正規定 平成２３年

１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の墨田区特別区税条例

（以下「新条例」という。）の規定中区民税に関する部分は、平成２１年度以後の

年度分の区民税について適用し、平成２０年度分までの区民税については、なお従

前の例による。 

３ 新条例第２０条第１項第３号の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成２１

年１月１日以後に支出する同号に規定する寄附金について適用する。 

４ 新条例付則第３条の５第３項の規定は、平成２２年度以後の年度分の区民税につ

いて適用し、平成２１年度分までの区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金

等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。 

 


